
長崎市消費者を守るネット通信 号外R4-⑥（国民生活センターからの注意喚起） 

長崎市消費者センター（長崎市築町３番１８号メルカつきまち４階） 

相談専用電話 ８２９－１２３４ または 消費者ホットライン １８８ 

時間 10時～17時（土日祝も可） 

●リボルビング払い（リボ払い）は、利用金額や利用件数にかかわらず、設定し

た一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。 

 月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなど

の点に注意が必要です。 
 
●初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カード

もあります。申し込み時には、よく確認しましょう。 
 
●利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額

が少ないなどの場合はリボ払いが考えられます。不審に感じたらすぐにカード会

社に確認しましょう。 


